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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 Q 9030：2023 
 

マネジメントシステムのパフォーマンス改善－ 

新製品及び新サービス開発管理の指針 

Performance improvement of management systems- 

Guidelines for new product and service development management 

 

0 序文 

0.1 一般 

経営環境が大きく変化する中，組織がその存在意義をもち続けるためには，顧客及び社会のニーズを把

握し，これと自組織，関連会社及びパートナーがもつシーズ（技術など）とを結びつけることで，顧客及

び社会にとっての新たな価値を創造し続けることが大切である。新製品及び新サービス開発管理は，“新製

品及び新サービスに関わる活動を効果的かつ効率的に行うためのプロセス及び／又はシステムを定め，維

持向上，改善及び／又は革新して，次の新製品及び新サービスの開発にい（活）かす一連の活動”であり，

プロセス保証とともに，品質保証（顧客及び社会のニーズを満たすことを確実にし，確認し，実証するた

めに，組織が行う体系的活動）の中核をなす活動である。その内容は，開発プロセスの見える化，新製品

及び新サービスの企画，潜在ニーズの把握，プロジェクトマネジメント，ボトルネック技術の特定及びブ

レークスルーの実現，設計における標準化，デザインレビュー，ばらつきに対して頑健（robust）な設計，

部門間連携，情報及び知識の共有化，初期流動管理，市場及び客先における品質情報の監視，新製品及び

新サービス開発プロセスの見直し及び改善，顧客満足度調査など，日本の品質管理の特徴をなす多くの要

素を含んでいる。 

しかし，“保証”を assurance（どのようなニーズを満たすのかを顧客及び社会との約束として明文化し，

それが守られていることを証拠で示し，信頼感及び安心感を与える活動）の意味で狭く捉え，新製品及び

新サービス開発管理の目的及び内容について十分な理解のないまま部分的に取り組んでいる組織も少なく

ない。結果として，重大な品質事故及びトラブルを発生させたり，顧客及び社会にとって価値のある製品

及びサービスの開発に失敗している組織もある。 

この規格は，社会における品質保証の理解をより確実なものとし，製品及びサービスの品質向上に貢献

することを目的に，新製品及び新サービス開発管理を効果的かつ効率的に実施するために，組織が何をす

るべきかの指針をまとめたものである。 

新製品及び新サービス開発管理は一つの部門又は会社で行っても効果が少ない。全部門を対象とし，関

連会社，パートナーなど，さらには顧客及び社会までその範囲を広げ，これらが密接に連携する必要があ

る。したがって，この規格では，“組織”という言葉を用いるが，これには，製品及びサービスの提供に関

わるあらゆる部門及び会社群を含めて捉えるのがよい。また，新製品及び新サービス開発管理を適切に実

施することで，AI（Artificial Intelligence），IoT（Internet of Things）など先進的なテクノロジーを有効に活


